開示事項及び開示・記載上の注意
開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。

ａ．早期事業再生手続を実施するに至った経緯
ｂ．権利変更の概要
・　権利変更の内容、対象となる金銭債務の総額、関係権利者の名称等を記載する。
ｃ．早期事業再生計画の概要
・　資産及び負債並びに収入及び支出の見込みや、早期での事業再生を図るため実施しよう
　　　　とする今後の事業活動に関する事項を含めて記載する。
ｄ．今後の見通し
・　当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。
・　今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。
ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

○（参考）当期業績予想及び前期実績
・　参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表がされた直近の予想値の内容（権利変更決議の成立に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。
※　権利変更決議の成立に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は権利変更決議の成立による業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。
※　新たに算出した予想値を記載する場合において、権利変更決議の成立による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。

